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平成１９年度国立大学法人東京海洋大学臨時教育研究評議会議事要録 

 

日 時 平成１９年１１月６日（火）１６時３０分～１８時３０分 

場 所 越中島１号館３階会議室（越中島地区） 

出席者 髙井学長、岡本理事、刑部理事、今津理事、松山海洋科学部長、 

藤田海洋工学部長、竹内海洋科学技術研究科長、松下附属図書館長、上村評議員、

渡邊評議員、庄司評議員、鶴田評議員 

    事務担当者：中川総務部長ほか事務関係者 

 

議 事 

審議事項 

 

１ 教員の人事について 

今津理事から、１０月２４日の臨時教育研究評議会で設置が承認された審査委員会に

おける審査結果について、資料○秘「審査委員会報告書」により報告があった。 

続いて学長から、審査委員会の審査結果を踏まえ、教育研究評議会として処分案を決

定することとしたい旨の説明があり、審議の結果、被処分者（海洋工学部教授）が起こ

したセクシュアル・ハラスメント行為は、職員就業規則第３８条及び第４５条に違反す

るものと認め、懲戒処分として解雇することを相当と認めることとした。 

引き続き学長から、教員任用等規則第７条第２項の規定により、審査の事由を記載し

た説明書を被処分者に対し交付する必要がある旨の説明があり、資料○秘「審査説明書

（案）」により審議の結果、一部文言を修正し、これを承認した。 

なお、学長から、被処分者が審査説明書を受領してから１４日以内に意見陳述の請求

がなかった場合は、本教育研究評議会で決定した処分案を正式な決定とすることについ

て提案があり、審議の結果、承認した。また、期間内に意見陳述の請求があった場合は、

改めて教育研究評議会を開催して対応することを確認した。 

以 上 


